
R3.3

午前９時〜午後１０時

年末年始（12月29日〜1月3日）

講堂、学習室、和室、児童等集会室、

地域団体室など

事前に公民館へお問い合わせの上、

利用許可申請書の提出が必要

※臨時休館あり（公民館だよりに掲載）

無料

講堂

１時間  600円
その他の室

１時間  350円

住民の生涯学習や地域コミュニティ活動

の支援に資する利用、行政機関による

市民サービスのための利用

上記以外で認められる利用

社会教育法第２３条、福岡市公民館条例第４条 により、以

下の事業・行為は禁止されています。

・もっぱら営利を目的とした事業等
（例：勧誘・販売行為、有料講演会など）

・特定の政党の利害に関する事業等

・特定の宗教を支持、支援する事業等

・施設管理上、支障となる行為

市民局コミュニティ推進部公民館支援課
〒810-8620
福岡市中央区天神1丁目８－1
TEL:092-711-4654
FAX:092-733-5595
e-mail:kominkan.CAB@city.fukuoka.lg.jp






